
高教組 HP にも UP しています。 

重点要求署名で、職場の声を集めましょう！ 

 職場の悩み・要求を直接県教委へ届けよう  組合員は誰でも参加できます! 

専門部交渉で要求実現を迫ろう！ 
 

11 月に実施される確定交渉と並行して、専門部交渉が始まります。一人ひとりの組合員から、超勤が減

らないことやハラスメントで困っていることなど、賃金、権利、労働条件などについて、改善を望む私た

ちの声、職場の声を、県教委に直接伝えることができる場です。多くの組合員の参加を呼びかけます。 
 

専門部 日 時 場 所 

高従組 11 月 7 日(金)14:00～14:45 

ひょうご女性交流会館 

神戸市中央区下山手通 4－18－1 

元町駅東口下車 徒歩約 10 分 

女性部 11 月 7 日(金)16:00～16:45 

介助員部 11 月 17 日(月)15:00～15:45 

高年部・非常勤講師 11 月 17 日(月)16:00～16:45 

障教組 11 月 11 日(火)16:00～16:45 ひょうご共済会館 

神戸市中央区中山手通 4-17-13 

元町駅東口下車 徒歩約 12 分 青年部 11 月 11 日(火)17:00～17:45 

実習教員部 12 月 18 日(木)15:30～16:15 東灘区文化センター 

神戸市東灘区住吉東町 5-1-16 

JR 住吉駅下車 徒歩約 5 分 
養護教員部 12 月 18 日(木)16:30～17:15 

注１：参加できるのは組合員であることです。ぜひ、お誘い合わせてご参加ください。 

   10 月、11 月に加入した方も参加できます。これを機会に加入して下さい。 

注２：交渉の 1 時間(場所が東灘区文化センターの方は 90 分)前に高教組会館に集合してください。打ち合

わせを行います。高教組会館への集合が困難な方は、本部か各専門部の役員にご連絡ください。 

注３：当日の服務は、打ち合わせ、移動時間も含めて「専免」(職務専念義務免除)の申請もできます。 

・打ち合わせに間に合うように職場を出発するときからが専免になります。 

・管理職へは、「交渉後に県教委から連絡があります」と伝えておいてください。 

・「専免」の申請は服務システムで行えます(服務システムの対象者では無い人は、職場にある申請用紙

で申請)。不明な点は本部にお問い合わせください。 

 

高教組には、分野ごとの専門部があります。各専

門部の要求を直接県教育委員会と交渉するものです。 

専門部交渉は、組合役員だけでなく、年齢も職種

も異なる組合員が、それぞれの立場で共通する要求

をもちより、自分の思いや職場の現状などを直接県

教育委員会に伝え、改善する機会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇交渉って何？◇ 

交渉は、労使が対等の立場で話し合う、憲法と労

働基準法にある労働基本権の正当な権利行使です。  

交渉参加の際の服務は「専免」（職務専念義務免

除の略）で、通常の服務が免除されます。 

兵庫県高等学校教職員組合調査部 
TEL：078-341-6745  FAX：078-351-3185 
URL：http://www.hyogo-kokyoso.com 
mail：honbu@hyogo-kokyoso.com 

  

← 高教組へ加入受付の QR コードです。

ここから、申し込みをしていただくと、

正式加入の手続きへ進めます。 

職場のみなさんの署名が、私たちの賃金、権利、

労働条件の改善につながります。 

署名へのご協力をお願いします。 


